
第

二

千

二

十

九

号

平

成

二

十

一

年

三

月

六

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

一
四
二
ペ
ー
ジ

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

一
四
二

○
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指
定

(

同

)

一
四
二

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

一
四
五

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

一
四
六

○
指
定
施
術
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

一
四
六

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

一
四
七

○
道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
維
持
課)

一
五
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(
同

)

一
五
一

○
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指

定

(

同

)

一
五
一

○
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定

(

同

)
一
五
一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定

(

郡
上
農
林
事
務
所)
一
五
二

○
保
安
林
の
指
定
解
除

(

東
濃
農
林
事
務
所)

一
五
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
五
三

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

一
五
四

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

一
五
五

○
指
定
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

一
五
六

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

一
五
六

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

一
五
七

○
平
成
二
十
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
追
加
合
格
者

(

産
業
政
策
課)

一
五
七

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

同

)

一
五
七

○
同

(

モ
ノ
づ
く
り
振
興
課)

一
五
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

一
五
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

同

)

一
五
八

○
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
Ｃ
Ａ
Ｄ
研
修
・
機
器
貸
出
運
営
委
託
業
務
に
係
る
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
す
る
実
施
公
告

(

情
報
産
業
課)

一
六
〇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
計
画
課)

一
六
一

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

同

)

一
六
一

○
平
成
二
十
一
年
度
岐
阜
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施

(

人
事
委
員
会)

一
六
一

正

誤

○
平
成
二
十
一
年
度
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
医
療
総
合
情
報
シ
ス

テ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
維
持
管
理
及
び
機
器
保
守
業
務
委
託
に
関
す
る

一
般
競
争
入
札
公
告
中
訂
正

(

医
療
整
備
課)

一
六
四

平成21年３月６日 岐 阜 県 公 報 第２０２９号( 141 )
�

�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日



告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
六
号

生
活
保
護
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六

年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護

事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号)

第

十
二
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

指
定
訪
問
看
護
事

業
者
等
の
名
称

指
定
訪
問
看
護
事
業

者
等
の
事
務
所
の
所

在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
耕
グ
ル

ー
プ

恵
那
市
上
矢
作
町
二

九
七
六
―
六

く
わ
の
み
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

恵
那
市
岩
村
町
飯
羽

間
一
六
一
九
番
地

平
成
��･��･�

社
団
法
人
羽
島
市

医
師
会

羽
島
市
江
吉
良
町
一

九
九
七
―
一

羽
島
市
医
師
会
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴

川
口
七
一
九
―
一

同

岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六

年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し

た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号)

第
十
二
条
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

ト
ー
カ
イ
薬
局
中
津
川

本
町
店

株
式
会
社
ト
ー
カ

イ
メ
デ
ィ
カ
ル

中
津
川
市
本
町
四
―
二
―
二

〇

平
成��･��･�

馬

渕

内

科

馬

渕

信

行

大
垣
市
高
尾
町
一
―
五
四

同��･��

ア
イ
セ
イ
薬
局
お
お
く

て
店

株
式
会
社
ア
イ
セ

イ
薬
局

瑞
浪
市
大
湫
町
一
一
三
―
五

四

同��･�

ジ
ッ
プ
ド
ラ
ッ
グ
桐
生

薬
局

株
式
会
社
ジ
ッ
プ

ド
ラ
ッ
グ

高
山
市
桐
生
町
二
―
三
四
八

同

ホ
ッ
プ
芝
原
薬
局

有
限
会
社
大
学
堂

小
川
薬
局

本
巣
郡
北
方
町
芝
原
東
三
―

五
二
―
二

同

か
わ
む
ら
薬
局

株
式
会
社
亀
山
調

剤

羽
島
市
福
寿
町
浅
平
三
―
三

二
―
六

同

岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保

護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅

介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

指

定

年

月

日
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輪

之

内

町

長

安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷
二

五
三
〇
―
一

地
域
包
括

支
援
セ
ン

タ
ー

輪
之
内
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

安
八
郡
輪
之
内
町
中
郷
新

田
二
二
〇
一
―
一

平
成
二
〇
・
一
〇
・

一

カ
ム
・
オ
ン
有
限
会
社

多
治
見
市
上
野
町
三
―
一

五

特
定
福
祉

用
具
販
売

カ
ム
・
オ
ン
有
限
会
社

多
治
見
市
上
野
町
三
―
一

五

同

カ
ム
・
オ
ン
有
限
会
社

多
治
見
市
上
野
町
三
―
一

五

介
護
予
防

福
祉
用
具

販
売

カ
ム
・
オ
ン
有
限
会
社

多
治
見
市
上
野
町
三
―
一

五

同

カ
ム
・
オ
ン
有
限
会
社

多
治
見
市
上
野
町
三
―
一

五

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

カ
ム
・
オ
ン
有
限
会
社

多
治
見
市
上
野
町
三
―
一

五

同

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
一
―
一

通
所
介
護

東
濃
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

松
坂

多
治
見
市
松
坂
町
一
―
一

―
五

同

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
一
―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

東
濃
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

松
坂

多
治
見
市
松
坂
町
一
―
一

―
五

同

坪

口

昇

大
垣
市
桐
ヶ
崎
町
八
〇
番

地

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

城
北
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
垣
市
桐
ヶ
崎
町
八
〇
番

地

平
成
二
〇
・
一
二
・

一

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
一
―
一

通
所
介
護

東
濃
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

元
町

土
岐
市
肥
田
浅
野
元
町
二

―
三
六

同

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
一
―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

東
濃
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

元
町

土
岐
市
肥
田
浅
野
元
町
二

―
三
六

同

株

式

会

社

壮

健

愛
知
県
犬
山
市
松
本
町
二

―
二
九

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

陽

だ

ま

り

の

宿

各
務
原
市
三
井
町
二
―
一

四
―
一

同

株

式

会

社

壮

健

愛
知
県
犬
山
市
松
本
町
二

―
二
九

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

陽

だ

ま

り

の

宿

各
務
原
市
三
井
町
二
―
一

四
―
一

同

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ

ロ

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
三

―
一
三
九
―
二

通
所
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ

ロ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
三

―
一
三
九
―
二

同

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ

ロ

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
三

―
一
三
九
―
二

介
護
予
防

通
所
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ

ロ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
三

―
一
三
九
―
二

同

社
会
福
祉
法
人
養
寿
会

養
老
郡
養
老
町
柏
尾
四
六

三
―
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

白
鶴
荘
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

養
老
郡
養
老
町
柏
尾
四
六

三
―
一

同

社
会
福
祉
法
人
養
寿
会

養
老
郡
養
老
町
柏
尾
四
六

三
―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

白
鶴
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー

養
老
郡
養
老
町
柏
尾
四
六

三
―
一

同



第２０２９号 岐 阜 県 公 報 平成21年３月６日 ( 144 )

社
会
福
祉
法
人
養
寿
会

養
老
郡
養
老
町
柏
尾
四
六

三
―
一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白
鶴
荘

養
老
郡
養
老
町
柏
尾
四
六

三
―
一

同

社
会
福
祉
法
人
浩
仁
会

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
石
ノ

上
三
五
六
―
一

短
期
入
所

生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
桜
坂

揖
斐
郡
大
野
町
野
四
七
九

―
一

同

社
会
福
祉
法
人
浩
仁
会

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
石
ノ

上
三
五
六
―
一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
桜
坂

揖
斐
郡
大
野
町
野
四
七
九

―
一

同

社
会
福
祉
法
人
浩
仁
会

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
石
ノ

上
三
五
六
―
一

通
所
介
護

療
養
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

桜
坂

揖
斐
郡
大
野
町
野
四
七
九

―
一

同

社
会
福
祉
法
人
浩
仁
会

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
石
ノ

上
三
五
六
―
一

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
桜
坂

揖
斐
郡
大
野
町
野
四
七
九

―
一

同

社
会
福
祉
法
人
浩
仁
会

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
石
ノ

上
三
五
六
―
一

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
桜
坂

揖
斐
郡
大
野
町
野
四
七
九

―
一

同

社
会
福
祉
法
人
浩
仁
会

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
石
ノ

上
三
五
六
―
一

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

桜
坂

揖
斐
郡
大
野
町
野
四
七
九

―
一

同

社
会
福
祉
法
人
浩
仁
会

揖
斐
郡
大
野
町
南
方
石
ノ

上
三
五
六
―
一

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

桜
坂

揖
斐
郡
大
野
町
野
四
七
九

―
一

同

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合

関
市
若
草
通
一
―
一

福
祉
用
具

貸
与

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

可
児
営
業
所

可
児
市
広
見
五
―
一
三
〇

同

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合

関
市
若
草
通
一
―
一

特
定
福
祉

用
具
販
売

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

可
児
営
業
所

可
児
市
広
見
五
―
一
三
〇

同

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合

関
市
若
草
通
一
―
一

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

可
児
営
業
所

可
児
市
広
見
五
―
一
三
〇

同

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合

関
市
若
草
通
一
―
一

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

可
児
営
業
所

可
児
市
広
見
五
―
一
三
〇

同

社
会
福
祉
法
人
登
豊
会

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
八
―

三
三

短
期
入
所

生
活
介
護

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
岐
南
仙

寿
う
れ
し
野

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
八
―

三
三

平
成
二
〇
・
一
二
・
二
六

社
会
福
祉
法
人
登
豊
会

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
八
―

三
三

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
岐
南
仙

寿
う
れ
し
野

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
八
―

三
三

同



岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
名

称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

変

更

年

月

日

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク

新

土
岐
市
肥
田
浅
野
元

町
二
―
三
六

旧

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠

神
町
二
―
一
一
―
一

通
所
介
護

東
濃
デ
イ
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー

新

土
岐
市
肥
田
浅
野
元

町
二
―
三
六

旧

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠

神
町
二
―
一
一
―
一

平
成
二
〇
・
一
二
・

一

株
式
会
社
ザ
イ
タ
ッ
ク

新

土
岐
市
肥
田
浅
野
元

町
二
―
三
六

旧

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠

神
町
二
―
一
一
―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

東
濃
デ
イ
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー

新

土
岐
市
肥
田
浅
野
元

町
二
―
三
六

旧

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠

神
町
二
―
一
一
―
一

同

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ

ロ

新

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日

町
三
―
一
三
九
―
二

旧

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日

町
三
―
一
八
七
―
三

訪
問
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ

ロ
介
護
事
業
所

新

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日

町
三
―
一
三
九
―
二

旧

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日

町
三
―
一
八
七
―
三

同

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ

ロ

新

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日

町
三
―
一
三
九
―
二

旧

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日

町
三
―
一
八
七
―
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ

ロ
介
護
事
業
所

新

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日

町
三
―
一
三
九
―
二

旧

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日

町
三
―
一
八
七
―
三

同

新

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
ケ
ア

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人

高
齢
者
・
身
体
障
害
者
雇

用
促
進
協
会

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
下

土
手
一
五
九
七
―
一

福
祉
用
具

貸
与

新

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
ケ
ア

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人

高
齢
者
・
身
体
障
害
者
雇

用
促
進
協
会

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
下

土
手
一
五
九
七
―
一

同

新

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
ケ
ア

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人

高
齢
者
・
身
体
障
害
者
雇

用
促
進
協
会

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
下

土
手
一
五
九
七
―
一

特
定
福
祉

用
具
販
売

新

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
ケ
ア

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人

高
齢
者
・
身
体
障
害
者

雇
用
促
進
協
会

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
下

土
手
一
五
九
七
―
一

同



岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ

せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令

第
二
十
一
号)

第
十
二
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
施
行
規

則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

げ
ん
き
堂
鍼
灸
整
骨
院

加

藤

崇

宏

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
千

種
二
―
一
六
―
一
三

イ
オ

ン
千
種
二
Ｆ

平
成��･��･�

誠

和

治

療

院

加

藤

陽

一

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
二
―
五

六
―
八

同��･��

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
施
術
機
関
か
ら
当
該
施
術
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

た
ん
ぽ
ぽ
接
骨
院

奥

山

竜

二

名
古
屋
市
西
区
栄
生
二
―
三

―
二

豊
田
ビ
ル
一
階

平
成��･��･��
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新

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
ケ
ア

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人

高
齢
者
・
身
体
障
害
者
雇

用
促
進
協
会

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
下

土
手
一
五
九
七
―
一

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

新

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
ケ
ア

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人

高
齢
者
・
身
体
障
害
者
雇

用
促
進
協
会

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
下

土
手
一
五
九
七
―
一

同

新

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
ケ
ア

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人

高
齢
者
・
身
体
障
害
者
雇

用
促
進
協
会

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
下

土
手
一
五
九
七
―
一

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

新

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ

ン
フ
ォ
ー
ト
ケ
ア

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人

高
齢
者
・
身
体
障
害
者
雇

用
促
進
協
会

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
字
下

土
手
一
五
九
七
―
一

同

社
会
福
祉
法
人
輪
之
内
町
社
会

福
祉
協
議
会

安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷
二

五
三
〇
―
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

新

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
わ
の

う
ち

旧

輪
之
内
町
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー

安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷
二

五
三
七
―
一

同



ト
ー
カ
イ
薬
局
中
津
川

本
町
店

株
式
会
社
ト
ー
カ

イ
メ
デ
ィ
カ
ル

中
津
川
市
本
町
四
―
二
―
二

〇

同��･�

馬

渕

内

科

馬

渕

信

行

大
垣
市
高
尾
町
一
―
五
四

同��･��

か
わ
む
ら
薬
局

有
限
会
社
か
わ
む

ら
薬
局

羽
島
市
福
寿
町
浅
平
三
―
三

二
―
六

同��･�

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岐
阜
市
芥
見
清
水
二
四
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
岐
阜
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
白
鳥
町
越
佐
字
下
ノ
洞
八
四
四
、
八
四
五
の
一
、
八
四
五
の
四
、
八
四
五
の
五
、
八
四
五

の
八
か
ら
八
四
五
の
一
四
ま
で
、
八
四
六
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
大
和
町
大
間
見
字
助
平
一
五
五
九
の
三
、
一
五
九
〇
の
一
、
一
五
九
〇
の
五
、
一
五
九
〇

の
七
、
一
五
九
四
の
一
、
一
五
九
四
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
美
並
町
上
田
字
露
洞
三
五
四
七
の
一
の
一
の
九
、
三
五
四
七
の
一
の
一
の
一
〇
、
三
五
四

七
の
一
の
一
の
一
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
深
坂
字
滝
谷
七
七
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
川
合
字
細
畑
四
二
二
一
の
一
、
四
二
二
一
の
一
二
、
四
二
二
一
の
一
七
、
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字
七
四

四
二
九
二
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
細
畑
四
二
二
一
の
一
二
、
字
七
四

四
二
九
二
の
三

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
中
山
字
尾
又
三
〇
九
二
の
六
二
、
三
〇
九
二
の
一
二
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
字
沓
掛
一
三
八
三
五
の
一
、
一
三
八
三
六
か
ら
一
三
八
三
八
ま
で
、
一
三
八

三
九
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
七
宗
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

関
市
洞
戸
市
場
字
清
水
七
六

二
番
の
一
地
先
か
ら

同
市
洞
戸
栗
原
字
牧
官
公
有

無
番
地
先(

一
番
の
二)

ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
字
樋
之
元
九
三
六
七
の
五
、
九
三
七
〇
の
一
、
九
三
七
二
、
九
三
七
三
、
字

上
段
九
五
二
〇
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
樋
之
元
九
三
六
七
の
五
・
九
三
七
〇
の
一
・
九
三
七
二
・
九
三
七
三
・
字
上
段
九
五
二
〇

の
一(

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
七
宗
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
白
川
町
越
原
字
菊
之
里
一
一
一
四
の
一
、
一
一
一
四
の
五
、
一
一
一
四
の
六
、
一
一
一
四

の
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
白
川
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

二
百
五
十

六
号

路
線
名

区

間

加
茂
郡
白
川
町
上
佐
見
字
井

ノ
島
四
九
九
二
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

四
九
八
八
番
一
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道

富

加

美

濃
線

路
線
名

門

和

佐
瀬
戸
線

関
市
下
有
知
字
峰
形
尾
五
五
七
〇
番
一
七
地

先
か
ら

美
濃
市
松
森
字
上
巾
上
五
五
八
番
六
地
先
ま

で

区

間

下
呂
市
門
和
佐
字
キ
リ
ソ
コ
ナ
イ

二
一
五
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

二
一
二
番
一
地
先
ま
で ��･�平

成
二
一
・

四
・

一

指

定

年

月

日

平
成
��･�･�
平
成
��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
三
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
五
号

車
両
制
限
令(

昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号)

第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ

き
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ

る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
六
号

車
両
制
限
令(

昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号)

第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
併
せ

て
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え

四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
す
る
道
路
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県
道

県
道

県
道

県
道

一
般
国
道

一
般
国
道

道
路
の
種
類

美
濃
坂
本

停
車
場
線

富

加

美

濃
線

恵

那

白

川
線

多
治
見

恵

那
線

四
百
十
八

号 二
百
五
十

七
号

路
線
名

中
津
川
市
茄
子
川
字
上
諏
訪
一
五
九
八
番
五

地
先
か
ら

同

市
同

字
中
垣
外
一
六
四
三
番
三

〇
地
先
ま
で

関
市
下
有
知
字
峰
形
尾
五
五
七
〇
番
一
七
地

先
か
ら

美
濃
市
松
森
字
上
巾
上
五
五
八
番
六
地
先
ま

で 恵
那
市
長
島
町
中
野
字
阿
弥
陀
外
戸
七
六
二

番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同
字
乗
越
一
二
〇
四
番
一
五

〇
地
先
ま
で

恵
那
市
長
島
町
永
田
字
竹
之
下
四
八
四
番
一

地
先
か
ら

同

市
同

町
中
野
字
阿
弥
陀
外
戸
七
六
二

番
二
地
先
ま
で

恵
那
市
武
並
町
竹
折
字
向
流
一
七
〇
〇
番
一

地
先
か
ら

同

市
三
郷
町
佐
々
良
木
字
上
平
一
四
九
九

番
二
〇
地
先
ま
で

恵
那
市
長
島
町
正
家
字
鍋
山
一
番
一
五
二
地

先
か
ら

同

市
同

町
中
野
字
石
田
八
番
四
地
先
ま

で

区

間

同 同 同 同 同 平
成
二
一
・

四
・

一

指

定

年

月

日

二

通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次

の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す

お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る

施
設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空

障
害
物
に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

２

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・

二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上(

又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以

上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上)

の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反
射

性
を
有
す
る
材
料
で｢

背
高｣

と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る

こ
と
。

３

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
状
況
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道

路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
字
松
木
河
原
一
五
四
六
の
一
、
一
五
四
七
の
一
、
一
五
四
七
の
四
、
一
五
四

八
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
を
禁
止
す
る
。

２

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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む
ら
せ
三
郎
後
援
会

成
瀬
雅
弘
後
援
会

川
島
か
づ
お
後
援
会

加
納
清
美
後
援
会

え
び
あ
き
お
と
未
来
を
考
え
る
会

井
戸
け
い
じ
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

大
岩
一
彌

成
瀬
正
人

津
田
利
夫

加
納
清
美

�
田
照
巳

長
谷
部
廣
行

代
表

者

の
氏

名

村
瀬

工

古
澤
貴
靖

川
島
友
生

加
納
鈴
江

細
野
美
智
夫

渡
辺
直
行

会
計
責
任
者

の
氏

名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
1101―

２

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
南
方
545―

92

各
務
原
市
那
加
前
野
町
２
―
127

本
巣
市
政
田
1023―

２

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
島
166―

１

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
2540―

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
郡
上
農
林
事
務
所
及
び
郡
上
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

多
治
見
市
虎
渓
山
町
一
丁
目
五
〇
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
東
濃
農
林
事
務
所
及
び
多
治
見
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)選

挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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民
主
党
岐
阜
県
第

５
区
総
支
部

自
由
民
主
党
輪
之

内
町
支
部

自
由
民
主
党
福
岡

町
支
部

自
由
民
主
党
真
正

支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
支
部

政
治
団
体
の
名
称

輪
之
内
町
古
田
は
じ
め
後
援
会

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

会
計
責
任
者

異
動

事
項

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

多
治
見
市
太
平
町
４
―

38 阿
知
波
美
修

安
八
郡
輪
之
内
町
下
大

榑
新
田
堤
塘
無
番
地

北
島

登

森
島
光
明

中
津
川
市
高
山
1235―

28 深
谷
明
宏

小
林

優

本
巣
市
政
田
356

大
西
徳
三
郎

見
尾
谷

稔

新

加
藤
正
昭

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

多
治
見
市
宝
町
１
―
46―

２ 小
林
有
理

安
八
郡
輪
之
内
町
里
35

3 森
島
光
明

近
藤
勝
美

中
津
川
市
福
岡
1079―

２
―
２
―
１

深
谷

勲

柘
植

寛

本
巣
市
軽
海
121―

１

戸
部

弘

古
田
正
男

旧

森
島
光
明
安
八
郡
輪
之
内
町
里
620

長
沼
健
治
郎
を
育

て
る
会

宗
宮
孝
生
後
援
会

関
市
古
田
は
じ
め

を
育
て
る
会

税
理
士
に
よ
る
古

屋
圭
司
後
援
会

晴
友
会

県
民
が
主
人
公
の

岐
阜
県
政
を
つ
く

る
会

勝
し
げ
ゆ
き
後
援

会 大
が
ね
や
す
の
り

を
育
て
る
会

大
垣
市
古
田
は
じ

め
を
育
て
る
会

あ
ち
は
吉
信
政
経

研
究
会

あ
ち
は
吉
信
後
援

会

代
表

者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

(公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

(公
職
の
種
類
)

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
の
区
分

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地 (公
職
の
種
類
)

福
島
正
昭

樋
口
直
嗣

関
市
東
門
前
町
６

森
川
朋
美

竹
内
俊
一

岐
阜
市
美
江
寺
町
２
―

１ 恵
那
市
山
岡
町
上
手
向

539

羽
島
市
小
熊
町
天
王
２
―

21 大
垣
市
丸
の
内
２
―
24

サ
ン
ビ
リ
ヤ
ン
ビ
ル
３

Ｆ 阿
知
波
吉
信

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体
か
つ

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
２
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

法
第
19条
の
７
第
１
項

第
１
号
に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団
体

多
治
見
市
太
平
町
４
―

38 衆
議
院
議
員

長
沼
勝
彦

井
口
忽
逸

関
市
本
町
２
―
26
い

ろ
は
ビ
ル

前
川
直
彦

松
原
和
好

岐
阜
市
真
砂
町
10―
６

千
手
堂
ビ
ル

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向

90―
３

羽
島
市
小
熊
町
３
―
76

9―
17

大
垣
市
桐
ヶ
崎
町
93

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体

多
治
見
市
宝
町
１
―
46―

２

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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野
尻
年
恒
後
援
会

二
十
一
世
紀
の
地
域
社
会
を
考
え
る
会

征
友
会
(北
村
い
く
お
後
援
会
)

近
藤
勝
美
を
育
て
る
会

小
林
敏
彦
後
援
会

郡
上
市
の
未
来
を
拓
く
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー

ブ
の
会

岐
栄
政
経
会

兼
山
千
稔
後
援
会

栄
友
会

稲
葉
塾

安
藤
い
さ
お
を
育
て
る
会

新
し
い
下
呂
市
を
つ
く
る
会
(金
山
し

ず
お
後
援
会
)

自
由
民
主
党
岐
阜
県
ブ
ロ
ッ
ク
支
部

政
治
団
体
の
名
称

古
田
は
じ
め
岐
阜

高
校
同
窓
生
後
援

会 古
川
町
金
子
後
援

会 ふ
せ
も
と
子
と
歩

む
会

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

会
計
責
任
者

野
尻
紀
恒

深
谷
政
廣

北
村
征
男

近
藤
隆
行

田
中
一
正

池
田
健
三

須
賀
敦
士

後
藤

湊

清
水
和
昌

武
藤
倍
理

神
戸
道
郎

金
山
鎭
雄

本
田
行
雄

代
表

者

の
氏

名

岡
本
太
一

飛�
市
古
川
町
上
野
26

6 永
井
清
雄

三
浦
み
ゆ
き

野
尻
紀
恒

河
内
山
孝
哉

野
村
崇
幸

近
藤
勝
也

田
中
義
則

原
敏
明

峯
芳
樹

横
井

晉

北
平
秀
明

村
瀬
正
人

安
藤
敏
彦

金
山
光
二

永
田
定
雄

会
計
責
任
者

の
氏

名

野
々
垣

孝

飛�
市
古
川
町
弐
之
町

12―
32

重
山

長

布
施

毅

加
茂
郡
川
辺
町
比
久
見
1628―

58

中
津
川
市
福
岡
435

高
山
市
国
府
町
宇
津
江
57―
２

安
八
郡
輪
之
内
町
里
353

恵
那
市
長
島
町
永
田
645

郡
上
市
白
鳥
町
為
真
182―

24

岐
阜
市
下
土
居
670

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
2255―

13
9 飛�
市
古
川
町
栄
町
２
―
２
―
26

郡
上
市
八
幡
町
相
生
1380

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
1372―

14
0 下
呂
市
金
山
町
戸
部
614―

２

岐
阜
市
薮
田
南
５
―
11―
11

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
21年

２
月
２
日

平
成
20年

12月
５
日

平
成
20年

12月
21日

平
成
20年

12月
31日

平
成
20年

12月
22日

平
成
20年

４
月
30日

平
成
16年

６
月
１
日

平
成
20年

12月
31日

平
成
20年

12月
30日

平
成
20年

12月
25日

平
成
21年

１
月
21日

平
成
20年

12月
31日

平
成
20年

12月
31日

解
散

年
月
日

政
党
の
支
部

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

自
由
民
主
党
本
部

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
市
町
村
区
域
等

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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山
本
訓
男

須
賀
敦
士

北
村
征
男

金
山
鎭
雄

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

山
本
の
り
お
を
育
て
る
会

山
田
勝
義
後
援
会

藤
谷
光
信
を
育
て
る
会

平
松
み
き
ま
さ
後
援
会

野
部
研
二
後
援
会

野
原
張
生
後
援
会

野
尻
年
恒
事
務
所瑞
穂
市
議
会
議
員

岐
阜
市
議
会
議
員

高
山
市
議
会
議
員

下
呂
市
長

公
職
の
種
類

山
本
の
り
お
を
育
て

る
会

岐
栄
政
経
会

征
友
会
(北
村
い
く

お
後
援
会
)

新
し
い
下
呂
市
を
つ

く
る
会
(金
山
し
ず

お
後
援
会
)

資
金
管
理
団
体
の

名
称

山
本
訓
男

深
萱
洋
勝

棚
瀬
卓
爾

櫻
井
順
治

水
野
政
美

野
原

弘

野
尻
紀
恒

瑞
穂
市
野
田
新
田

3921―
２

岐
阜
市
下
土
居
67

0 高
山
市
国
府
町
宇

津
江
57―
２

下
呂
市
金
山
町
戸

部
614―

２

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

山
本
訓
男

吉
本

進

牧
野
聖
仁

五
島

勉

水
野
紋
子

遠
藤
文
康

野
尻
紀
恒

山
本
訓
男

須
賀
敦
士

北
村
征
男

金
山
鎭
雄

代
表
者
の

氏
名

瑞
穂
市
野
田
新
田
3921―

２

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
2253―

３

岐
阜
市
西
野
町
３
―
１

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
５
―
125

不
破
郡
垂
井
町
栗
原
1887

揖
斐
郡
池
田
町
舟
子
189―

１

加
茂
郡
川
辺
町
比
久
見
1628―

58

平
成
20年

５
月
１
日

平
成
20年

12月
25日

平
成
20年

12月
25日

平
成
20年

12月
11日

平
成
20年

12月
22日

平
成
21年

１
月
12日

平
成
21年

２
月
２
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)
第
十
九
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岐
フ
ラ
ン
ス

三

代

表

者

の

氏

名

Ｇ
Ｕ
Ｅ
Ｒ
Ｒ
Ｉ
Ｎ

Ｇ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｓ

Ｂ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｒ
ｄ

Ｃ

ｌ
ａ
ｕ
ｄ
ｅ

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
古
市
場
高
宮
七
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
県
民
が
受
講
し
や
す
い
フ
ラ
ン
ス
語
講
座
の
提

供
や
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
諸
国
と
の
学
術
・
文
化
・
芸
術
・

ス
ポ
ー
ツ
交
流
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
岐

阜
県
の
住
民
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
諸
国
と
の
交
流
の
促
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
濃
や
ま
な
み
会

三

代

表

者

の

氏

名

石
榑

康
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
二
〇
五
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岐
阜
県
東
濃
地
区
東
部
の
精
神
障
害
者
及
び
そ

の
家
族
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
推
進
し
、
精
神
障
害
者

の
精
神
保
健
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

地
域
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
平
成
二
十
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
追
加
合
格
者

採
石
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号)

第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実

施
し
た
平
成
二
十
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
追
加
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

一
七

四
〇

五
一

六
五

六
七

七
四

以
上
六
名

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
産
業
会
館
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
産
業
会
館
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
三
号)

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
六
条
南
二
丁
目
一
一
番
一
号

財
団
法
人
岐
阜
産
業
会
館

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

同

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
Ｍ
Ｉ

み

Ｎ
Ｏ
の

に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー

ク
Ｍ
Ｉ

み

Ｎ
Ｏ
の

条
例(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号)

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

多
治
見
市
東
町
四
丁
目
二
番
地
の
五

財
団
法
人
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
美
濃

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

同

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
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条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商

業
流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
洋
紡
績
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

タ
イ
ヨ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

岐
阜
市
柳
津
町
本
郷
四
丁
目
一
番
の
一

外

四

変
更
し
た
事
項

建
物
設
置
者
の
代
表
者
名

(

変
更
前)

代
表
取
締
役

小
宮
山
喜
邦

(

変
更
後)

代
表
取
締
役

浅
野
浩
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

(

変
更
前)

イ
オ
ン
株
式
会
社

外

(

変
更
後)

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

外

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
同
法
第
六
条
第
二
項
に
よ
る
届

出
と
み
な
し
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商

業
流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
九
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
バ
ロ
ー

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
バ
ロ
ー
正
木
店

岐
阜
市
鷺
山
新
町
八
―
一
五

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

(

変
更
前)

午
前
九
時
三
十
分

(

変
更
後)

午
前
七
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
三
〇
分
ま
で

(

変
更
後)

午
前
六
時
三
〇
分
か
ら
午
後
八
時
三
〇
分
ま
で

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ー
サ
21

岐
阜
市
正
木
字
古
川
一
五
九
九
―
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(
届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

タ
イ
ヨ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

岐
阜
市
柳
津
町
本
郷
四
丁
目
一
番
地
の
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｚ
Ａ

Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ

可
児
市
下
恵
土
五
七
五
〇
番
地

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
大
垣
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

大
垣
市
外
野
二
丁
目
五
〇
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
各
務
原
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

各
務
原
市
那
加
萱
場
町
一
丁
目
一
番

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(
届
出
事
項

変
更)

○
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
Ｃ
Ａ
Ｄ
研
修
・
機
器
貸
出
運
営
委
託
業
務
に
係
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
関
す
る
実

施
公
告

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
Ｃ
Ａ
Ｄ
研
修
・
機
器
貸
出
運
営
委
託
業
務
に
係
る
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
実
施
す
る
の
で
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
業
務
概
要

�
提
案
を
募
集
す
る
業
務
の
名
称

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
Ｃ
Ａ
Ｄ
研
修
・
機
器
貸
出
運
営
委
託
業
務
一
式

�
提
案
を
募
集
す
る
業
務
の
内
容

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
Ｃ
Ａ
Ｄ
研
修
・
機
器
貸
出
運
営
委
託
業
務
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
募
集

要
項
に
よ
る
｡

２
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
事
項

本
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
参
加
で
き
る
者
は
､
委
託
業
務
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
(以
下
｢法
人
等
｣
と
い
う
｡)
又
は
複
数
の
法
人
等
で
構
成
さ
れ
る

団
体
(以
下
｢共
同
体
｣
と
い
う
｡)
で
あ
る
こ
と
｡

ま
た
､
単
独
の
法
人
等
に
あ
っ
て
は
､
下
記�
か
ら�
ま
で
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が

あ
り
､
共
同
体
に
あ
っ
て
は
､
代
表
構
成
員
が�
を
満
た
し
､
か
つ
､
す
べ
て
の
構
成
員
が�
か
ら

�
ま
で
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
こ
と
｡

�
日
本
国
内
に
本
社
､
本
店
又
は
活
動
拠
点
を
置
い
て
い
る
法
人
等
で
あ
る
こ
と
｡

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
｡

�
役
員
(法
人
で
な
い
団
体
の
代
表
者
又
は
管
理
人
を
含
む
｡)
に
､
次
の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
が
な
い
こ
と
｡

ア
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

イ
禁
錮 こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
を
終
わ
り
､
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

�
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
｡

ア
民
事
再
生
法
(平
成
11年

法
律
第
225号

)
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ

て
い
る
者
(再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
､
岐
阜
県
が
別
に
定
め
る
手
続
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
の
受
付
が
な
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
｡)

イ
会
社
更
生
法
(平
成
14年

法
律
第
154号

)
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
(同
法
附

則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含

む
｡
以
下
同
じ
｡)
が
な
さ
れ
て
い
る
者
(更
生
手
続
開
始
の
決
定
後
､
岐
阜
県
が
別
に
定
め

る
手
続
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
の
受
付
が
な
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
｡)

ウ
破
産
法
(平
成
16年
法
律
第
75号
)
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
者
及

び
そ
の
開
始
決
定
が
さ
れ
て
い
る
者
(同
法
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
破
産
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
｡)

�
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
(平
成
３
年
法
律
第
77号
)
第
２
条

第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
及
び
そ
の
利
益
と
な
る
活
動
を
行
う
者
で
な
い
こ
と
｡

�
岐
阜
県
か
ら
､
岐
阜
県
製
造
の
請
負
､
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置

要
領
に
基
づ
く
資
格
停
止
措
置
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
｡

３
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
手
続
等
に
関
す
る
事
項

�
担
当
部
局

〒
500―

8570
岐
阜
県
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
情
報
産
業
課
Ｉ
Ｔ
拠
点
担
当

電
話
058―

272―
8378

�
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
係
る
募
集
要
項
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

ア
交
付
期
間
平
成
21年
３
月
６
日
(金
)
か
ら
平
成
21年
３
月
12日

(木
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま
で

イ
交
付
場
所
３
の�
に
同
じ
｡

�
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
参
加
申
込
書
の
提
出
期
間
､
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
間
平
成
21年
３
月
６
日
(金
)
か
ら
平
成
21年
３
月
13日

(金
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時
15分

ま
で
(郵
送
の
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試

験

名

試

験

区

分

採

用

予

定

人

員

場
合
は
､
平
成
21年
３
月
13日

(金
)
午
後
５
時
15分
到
着
分
ま
で
有
効
)

イ
提
出
場
所
３
の�
に
同
じ
｡

ウ
提
出
方
法
持
参
又
は
配
達
記
録
に
よ
る
郵
送

�
企
画
提
案
書
等
の
提
出
期
間
､
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
間
平
成
21年
３
月
６
日
(金
)
か
ら
平
成
21年
３
月
16日

(月
)
ま
で
の
毎
日
(県

の
機
関
の
休
日
を
除
く
｡)
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時
15分

ま
で
(郵
送
の

場
合
は
､
平
成
21年
３
月
16日

(月
)
午
後
５
時
15分
到
着
分
ま
で
有
効
)

イ
提
出
場
所
３
の�
に
同
じ
｡

ウ
提
出
方
法
持
参
又
は
配
達
記
録
に
よ
る
郵
送

エ
提
出
部
数
８
部
(正
本
１
部
､
副
本
７
部
)

�
企
画
提
案
の
失
格
又
は
無
効

本
公
告
に
示
し
た
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
及
び
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
の
提
案
は
､
失
格
又
は
無
効
と
す
る
｡

ア
提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
書
類
が
提
出
さ
れ
た
と
き
｡

イ
提
出
し
た
書
類
に
虚
偽
の
内
容
を
記
載
し
た
と
き
｡

ウ
審
査
の
公
平
性
に
影
響
を
与
え
る
行
為
が
あ
っ
た
と
き
｡

エ
募
集
要
項
に
違
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｡

オ
参
加
者
が
､
２
以
上
の
提
案
書
を
提
出
し
た
と
き
｡

カ
そ
の
他
担
当
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
示
し
た
事
項
に
違
反
し
た
と
き
｡

�
企
画
提
案
の
選
定
方
法

企
画
提
案
の
選
定
は
､
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
及
び
関
係
書
類
並
び
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
内
容
に
つ
い
て
､
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
Ｃ
Ａ
Ｄ
研
修
・
機
器
貸
出
運
営
委
託
業
務
委
託
事
業
者
選
定

委
員
会
に
お
い
て
審
査
を
行
う
｡

４
そ
の
他

�
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
参
加
に
係
る
費
用
は
､
参
加
者
の
負
担
と
す
る
｡

�
提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
等
は
､
返
却
し
な
い
｡

�
詳
細
は
､
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
Ｃ
Ａ
Ｄ
研
修
・
機
器
貸
出
運
営
委
託
業
務
に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー

ザ
ル
募
集
要
項
に
よ
る
｡

�
平
成
21年
度
予
算
の
議
決
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
､
業
務
の
執
行
を
と
り
や
め
る
こ
と
が

あ
る
｡

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
ま
ご
め
地
区
荒
町
工
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
に
し
た
の
で
、

同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
呂
市
営
土
地
改
良
事
業
久
津
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十

一
年
二
月
十
八
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
平
成
二
十
一
年
度
岐
阜
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施

地
方
公
務
員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
一
年
度
岐
阜
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

こ
の
試
験
は
、
岐
阜
県
警
察
官
を
採
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

一

試
験
名
、
試
験
区
分
及
び
採
用
予
定
人
員
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警
察
官
Ａ
Ⅱ(

男
性)

警
察
官
Ａ(

女
性)

警
察
官
Ａ
Ⅰ(

男
性)

試

験

区

分

警
察
官
採
用
試
験

次
に
掲
げ
る
者

一

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
三
十
一
歳
未
満
で
、

大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見

込
み
の
者

二

人
事
委
員
会
が
一
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る

者 平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者
で
、
次
に
掲
げ

る
も
の

一

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
三
十
一
歳
未
満
で
、

大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
採
用
予
定
日
前
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

二

人
事
委
員
会
が
一
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る

者
受

験

資

格

警
察
官
Ａ

(

女
性)

警
察
官
Ａ
Ⅱ

(

男
性)

警
察
官
Ａ
Ⅰ

(

男
性)

若

干

人

六

十

人

程

度

三

十

五

人

程

度

身

長

検
査
項
目

一
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
こ
と
。

警

察

官

Ａ

Ⅰ

(

男

性

)
警

察

官

Ａ

Ⅱ

(

男

性

)

検

査

基

準

一
五
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
こ
と
。

警

察

官

Ａ

(

女

性

)

二

職
務
内
容

警
察
官
は
、
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、

交
通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
等
の
職
務
に
従
事
し
ま
す
。

三

受
験
資
格

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

１

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

２

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人(

準
禁
治
産
者
を
含
む
。)

３

禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
者

４

志
望
す
る
県
の
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し

な
い
者

５

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力

で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

ま
た
、
受
験
資
格
の
有
無
、
申
込
書
記
載
事
項
等
の
真
否
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
、
記
載
内
容
に

虚
偽
又
は
不
正
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
し
ま
す
。

四

試
験
の
日
時
、
場
所
、
方
法
及
び
合
格
者
の
発
表

１

第
一
次
試
験

一�
日
時
及
び
場
所

平
成
二
十
一
年
五
月
十
日(

日)

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
、
岐
阜
市
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

二�
方
法

�
教
養
試
験

大
学
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
能(

文
章
理
解(

英
語
を
含
む
。)

、
判
断
推
理
、
数
的
推
理
、

資
料
解
釈
等
の
能
力)

及
び
一
般
的
知
識(

社
会
、
人
文
及
び
自
然
の
知
識)

に
つ
い
て
、

択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
二
時
間
三
十
分
に
わ
た
っ
て
行
い
ま
す
。

�
作
文
試
験

文
章
に
よ
る
表
現
力
、
思
考
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
試
験
は
第
二
次
試
験
と
し
て
評
価
し
ま
す
。

三�
合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日(

予
定)

に
、
県
庁
前
及
び
警
察
本
部
庁
舎
前
の
掲
示
板
並
び

に
岐
阜
県
職
員
採
用
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
合
格
者
に

は
書
面
に
よ
り
試
験
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

２

第
二
次
試
験

第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

一�
日
時
及
び
場
所

平
成
二
十
一
年
六
月
中
旬
か
ら
七
月
上
旬(

予
定)

ま
で
の
間
に
、
岐
阜
市
に
お
い
て
行
い

ま
す
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

二�
方
法

�
身
体
検
査

次
の
基
準
に
よ
り
、
職
務
遂
行
に
必
要
な
身
体
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
を
行

い
ま
す
。
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そ
の
他

色

覚

視

力

胸

囲

体

重

職
務
遂
行
に
支
障
の
な
い
身
体
的
状
況
で
あ
る
こ
と
。

職
務
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
○
・
六
以
上
又
は
矯
正
視
力
が
一
・
○
以
上
で
あ
る
こ

と
。 七

八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

こ
と
。

四
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

お
お
む
ね
四
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で

あ
る
こ
と
。

�
体
力
検
査

敏
し
ょ
う
性
、
柔
軟
性
、
筋
力
及
び
持
久
力
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
ま
す
。

(

検
査
予
定
種
目

五
指
関
節
、
開
眼
片
足
立
ち
、
反
復
横
跳
び
、
立
ち
幅
跳
び
、
上
体

起
こ
し
、
腕
立
て
伏
せ
、
握
力
、
二
十
メ
ー
ト
ル
シ
ャ
ト
ル
ラ
ン)

�
口
述
試
験

人
物
に
つ
い
て
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

�
集
団
討
論
試
験

社
会
性
、
協
調
性
、
指
導
力
、
説
得
力
等
に
つ
い
て
集
団
討
論
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

�
適
性
検
査

職
務
遂
行
上
必
要
な
素
質
及
び
適
性
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
ま
す
。

�
身
体
精
密
検
査

所
定
の
健
康
診
断
書
の
提
出
を
求
め
ま
す
。

３

最
終
合
格
者
の
発
表

第
一
次
試
験
、
第
二
次
試
験
の
成
績
及
び
受
験
資
格
等
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
最
終
合
格
者

を
決
定
し
、
平
成
二
十
一
年
七
月
下
旬(

予
定)

に
県
庁
前
及
び
警
察
本
部
庁
舎
前
の
掲
示
板
並

び
に
岐
阜
県
職
員
採
用
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
第
二
次
試

験
の
受
験
者
全
員
に
書
面
に
よ
り
合
否
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

五

合
格
か
ら
採
用
ま
で

１

こ
の
試
験
の
最
終
合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿(

以
下｢

名
簿｣

と
い
う
。)

に
登
載
さ
れ

た
後
、
警
察
本
部
長
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
推
薦
さ
れ
て
採
用
者
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

採
用
予
定
日
は
、
原
則
と
し
て
警
察
官
Ａ
Ⅰ(

男
性)

が
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
、
警
察
官
Ａ

Ⅱ(

男
性)

及
び
警
察
官
Ａ(

女
性)

が
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
で
す
。
た
だ
し
、
名
簿
の
有

効
期
間
は
、
原
則
と
し
て
名
簿
確
定
後
一
年
で
あ
り
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
が
す
べ
て
採
用
さ

れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

２

採
用
決
定
後
は
警
察
学
校
に
入
校
し
、
六
か
月
間
の
初
任
教
養
を
受
け
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任

地
で
勤
務
に
就
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

六

給
与
等

平
成
二
十
一
年
度
新
規
採
用
者
の
初
任
給
は
、
大
学
卒
業
者
で
二
十
万
八
百
円
が
支
給
さ
れ
、
原

則
と
し
て
毎
年
一
回
定
期
に
昇
給
す
る
ほ
か
、
民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
歴
を
有
す
る
場
合
は
、
一

定
の
基
準
に
よ
り
給
与
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
該
当
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
期
末
・
勤
勉

手
当
等
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

七

他
県
と
共
同
で
実
施
す
る
採
用
試
験

岐
阜
県
で
は
、
愛
知
県
及
び
滋
賀
県
の
依
頼
を
受
け
、
大
学
卒
業
者
又
は
大
学
卒
業
見
込
み
者
を

対
象
と
す
る
警
察
官
Ａ(

男
性)

採
用
共
同
試
験
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

愛
知
県
又
は
滋
賀
県
の
警
察
官
を
志
望
す
る
場
合
は
、
志
望
す
る
県
を
第
一
志
望
又
は
第
二
志
望

先
に
選
択
し
、
岐
阜
県
で
実
施
す
る
警
察
官
Ａ
Ⅰ(

男
性)

又
は
警
察
官
Ａ
Ⅱ(

男
性)

採
用
試
験

を
受
験
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
岐
阜
県
以
外
の
県
を
第
一
志
望
先
と
し
た
場
合
は
、
岐
阜
県
を
第
二

志
望
先
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
愛
知
県
及
び
滋
賀
県
は
、
岐
阜
県
と｢

三

受
験
資
格｣

の
年
齢(

愛
知
県
及
び
滋
賀
県

と
も
昭
和
五
十
四
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者)

並
び
に｢

六

給
与
等｣

に
お
い
て
異
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
採
用
予
定
人
員
は
愛
知
県
、
滋
賀
県
と
も
若
干
人
で
、
採
用
予
定
日
は
平
成
二

十
二
年
四
月
一
日
で
す
。

八

受
験
手
続

１

申
込
書
の
入
手
方
法

申
込
書
は
、
岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
、
岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課
、
県
内
の
各
警
察
署
、

岐
阜
県
東
京
事
務
所
、
岐
阜
県
名
古
屋
事
務
所
、
県
内
の
各
振
興
局(

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務

所
を
含
む
。)

等
で
配
布
す
る
ほ
か
、
岐
阜
県
職
員
採
用
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
入
手
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

岐
阜
県
職
員
採
用
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.pref.gifu.lg.jp/pref/saiyo-p/

ま
た
、
申
込
書
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に｢

警
察
官
申
込
書
請
求｣

と
朱
書

き
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒(

あ
て
先
明
記
の
角
形
二
号
封
筒)

を
同
封

の
上
、
岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
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２

受
験
の
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
受
験
す
る
試
験
区
分(｢

警
察
官
Ａ
Ⅰ(

男
性)

受
験｣
、｢
警
察
官
Ａ
Ⅱ(

男
性)

受
験｣

又
は｢

警
察
官
Ａ(

女
性)

受
験｣)

を
朱
書
き
し
、

特
定
記
録
郵
便
又
は
簡
易
書
留
に
よ
り
、

〒
五
〇
〇
―
八
五
〇
一(

住
所
不
要)

岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課
あ
て

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
票
は
申
込
受
付
後
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
ず
申
込
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た

写
真(

上
半
身
、
無
帽
、
正
面
向
き
、
縦
約
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル)

を
指
定
さ
れ
た
場
所
に
は
り
、
第
一
次
試
験
当
日
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

３

受
付
期
間

持
参
又
は
郵
送
に
よ
る
申
込
み
の
受
付
期
間
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二
日(

木)

か
ら
四
月

二
十
日(

月)

ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
六
時
十
五
分
ま
で
で
す
。
た
だ
し
、
日
曜
日

及
び
土
曜
日
は
除
き
ま
す
。

郵
送
の
場
合
は
、
四
月
二
十
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

九

試
験
結
果
の
提
供

第
一
次
試
験
又
は
第
二
次
試
験
の
受
験
者
の
う
ち
不
合
格
者
に
限
り
、
そ
の
本
人
に
試
験
結
果
を

提
供
し
ま
す
。
提
供
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
試
験
の
合
格
者
発
表
の
日
か
ら
一
か
月
間
と
し
、
岐
阜

県
個
人
情
報
総
合
窓
口(

県
庁
二
階)

で
提
供
し
ま
す
。
希
望
者
は
、
必
ず
写
真
で
本
人
と
確
認
で

き
る
書
類(

運
転
免
許
証
等)

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
提
供
す
る
試
験
結
果
の
内
容
は
、｢

総
合
得
点｣

と｢

順
位｣

で
す
。

十

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局(

電
話
〇
五
八
―
二
七
二
―
一
一

一
一

内
線
三
二
五
七)

、
岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課(

電
話
〇
五
八
―
二
七
一
―
二
四
二
四

内

線
二
六
三
三)

又
は
県
内
の
各
警
察
署
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日
号
外
一�
平
成
二
十
一
年
度
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
医
療
総
合
情

報
シ
ス
テ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
維
持
管
理
及
び
機
器
保
守
業
務
委
託
に
関
す
る
一
般
競
争
入
札
公
告
二
頁

下
段
前
か
ら
十
九
行
目
中｢平

成
21年
３
月
25日

(水
)
｣

は
、｢平

成
21年
３
月
27日

(金
)
｣

の
、

同
段
前
か
ら
二
十
一
行
目
中｢研

修
検
査
棟
３
Ｆ
研
修
室
｣

は
、｢旧

外
来
棟
３
Ｆ
会
議
室
｣

の
、
三

頁
下
段
後
か
ら
一
行
目
及
び
四
頁
上
段
前
か
ら
一
行
目
中｢on

25
M
arch

2009
at
the
training

room
of
the
Training

and
Inspection

W
ing(3F)｣

は
、｢on

27
M
arch

2009
at
the

O
utpatients

D
epartm

ent
M
eeting

Room
(old

w
ing,

3F)｣

の
誤
り
。
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号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


